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 I. デジタル放送への完全移行における背景と導入

2009年6月12日に、アメリカ合衆国の地上テレビ放送局では、アナログ放送からデジタル放送への移行(以下「地デジ」)を完了し、
アナログ放送を停止した。20年以上に亘ったプロセスの経緯には、産業界における標準策定、連邦議会においての法改正、連邦行政に係わる政策、放送局における設備投資・新ビジネス展開やNGOでのコミュニティーアウトリーチ、などの多大な尽力があって成功に至ったに違いない。平成23年７月24日までに完全アナログ放送停止する日に望む日本は、移行までの最終実施にかかっている。米国で行われた経緯をを振り返り、政策の動向、趣旨、実施などの比較から、日本への小さな知恵を探る。 


原稿は電波と放送技術の背景、放送産業の発展、デジタル放送の実現までの道、デジタル放送への完全移行までの経緯、2011年のアナログ停波に臨む日本の政策経緯の順で論拠を進める。最後、日米政策策定の比較と観察で言説をまとめる。

 A. 電波と放送技術と放送産業の背景

放送技術は1930年ごろまでには基本的な技術が発展していた。現在に至るまでの二つの基礎的な技術で峻別し、デジタル放送の実現を制限する影響として、映像を取り扱う画像処理に係わる技術と電波理活用に関する電波技術の二つが浮かび上がる。

画像技術は最初頃の機械が物理的に動くという「electro-mechanical」電気機械のものから、映像の撮り映しの完全な電子プロセスに頼る技術は電波行政が姿をみせる1920年頃までに進歩した。
 電波の取り扱う技術も同様に、実験的なレベルから通信・放送産業が同時期までに出現したが、第2次世界大戦による電波技術の進歩は放送の勢いに継ったとも思われる。地デジの電波理活用の特徴を把握するには、電波技術の三つの根本原理を把握しなければならない。

第一に、概して、発信するところから受信するところまで浮かび亘ることにより、離れば離れるほど受信できるエネルギーがへること。よって、送信出力のエネルギーとその理活用できる地理的範囲が物理的比例する関係があり、出力を高くする場合はより広い帯域に亘って受信ができることになる。
放送の場合は、高出力でタワーの高い位置から広い帯域に亘って送信する。

第二に、同じく出力などの状況におけて電波の長波が長ければ長いほど遠くまで受信ができるなどの物理的に活用できる面で異なる場合もある。
  長波に対して、波動の振動数を定義する「周波数」の周期の逆数は、周波数帯の「バンド」にわけ、テレビ放送の場合は、VHF、UHF周波数帯の一部はテレビ放送に割り当られている。
 地デジによって、テレビ放送はUHF帯に完全移行することになり、送信出力はVHFに比べ高くする必要があるかわりに他、技術的な公的利点がある。
 

第三に、放送の情報内容を電波の振幅・周波数などに信号として変換する変調技術は重要である。デジタル放送の技術は、従来のアナログNTSC放送技術と違い、情報処理学の分野から発するデジタル処理のデータ圧縮、誤り訂正・制御などの技術を行かし、従来アナログの放送技術よりも同じく電波利用条件において、より多い情報、すなわち多数のプログラム及びより良い画像質で伝送することが可能になる。

この話から地デジ政策課題においての三つの論点がある。基礎的物理原理、また工学による到達水準が電波利用と電波管理の選択範囲を抜本的に制限すること。電波の物理的な素質から電波利用形態に合う特徴の場合、周波数帯などに合わせる短所長所があること。制限部電波利用の効率向上により、同じ電波利用条件・周波数帯でより多くにユーザに、より多数で柔軟な波利用形態の可能性に対して、既存サービスへの混信、ユーザにとっての受信機のコスト、性能や利用安さ、電波利用者にとっての他妨げる負担のバランスもある場合がある。

 B. 日本と米国におけるテレビ放送産業の発展の経緯

無線電波を取り扱う技術の進歩に伴って、放送産業も勢いで発展した。
 1920年代に入り、米国市場では「chain broadcasting」いわゆる放送ネットワークが形成し、現代の放送産業市場の姿が見えてきた。.
 日本では1926年に「」の実験的送信に成功してから日本独自の放送技術研究開発は放送技術研究所を中心に展開していく。
  1940年4月13日の初のテレビドラマ「夕餉前」放送の実験の成功の潮流は、第二次世界大戦中は中断した後、
   電波監理委員会の廃止寸前に決定した、民間の資本によって設立の民間放送事業者と並び本来のNHKと二重の放送産業の形を定めた。
 受信機のコスト、国内産業の参入による供給、民間放送の宣伝による収益上進などの成行きで、1960年代を経過した行動成長時代の日本は、米国を上回って世界第二のテレビを視聴する国民にあがった
   

米国では、放送局免許の需要が激しく高まったことに臨み、UHF帯におけるテレビ放送事業を促しに、UHF帯の放送産業参入に関するマスメディア集中排除原則を7放送局の参入まで緩めた。
   放送事業者は当時、1964年のルール改正までにUHFのチューナが市販のテレビになく別に購入する必要がある他、VHFに比べ放送局で出力をより多く使用するコストのこともあり、UHF帯をVHF帯に比べ劣ったものとして見なした。
　日本ではUHF帯域は、受信機のアンテナがVHFに比べUHFの方が短くて良いこと、画像質が比較的良いこと等もあり、山の多い日本の地理に役立った中継局は、地デジの際に割り当て作業を困難にしたこともある。

有線テレビ並び衛星テレビの誕生後、放送産業市場における地上波テレビの占有率が日本とアメリカでは分岐しだす。2009年、地デジ移行完了した時点では、米国では、地上波テレビは市場の13-15%の占有率であった。
 2009年のデータによると、日本では、地上波テレビのテレビ産業市場の占有率が全体の4分の3を占めている。
 日本での有線テレビの占有率は、外資参入などの規制緩和とブロードバンド市場との関連で上昇線に入っていると言われている。
 ともかく、日本市場における地上波テレビの占有率は、2011年のアナログ停波に臨む関係者がより一層の努力を図っていることにわけがる。

 II. 日本と米国におけるデジタル放送の実現までの道

テレビ産業は、アナログのテレビ技術基準のNTSCでxx年も繁栄し、その間技術進歩ペースに反映した更新がほとんどなく、1980年に入る頃、日本のHiVision HDTV(MUSE、Multiple sub-Nyquist sampling encoding)が日本の市場に表れてきた。
 

貿易抹殺で日本叩きの激し論議が交わされているアメリカでは、日本開発のHDTVは、米国電器製品や半導体技術産業にとって日本からの新たなチャレンジとして抱かれた。
 日本のHDTV基準は、歐州でも通信の国際監理機関からも厳しい目を受けた。
 

様々な各面からアメリカ独自の先端的なテレビの開発についての勢いがついたが、電波利用の割り当て作業で放送に割り当てた帯域が縮小されるという懸念が、最も放送産業界の促しに継った。
1983年に FCCが公安その他の利用に割り当てるためのUHF帯域で放送サービスと共有電波割り当て政策に打ち込んだことに対し、
 放送産業がUHF帯域での中継局との侵害の可能性の異議やUHF帯域でのHDTV利用の強い意志を示し出した。
 

1990年が終ろうとする頃、1980年の中から産業界で結成した「Advanced Television Systems Committee」 (ATSC) 、または、FCCが結成したAdvisory Committee on Advanced Television Service (ACATS)が一体になって、
 次世代のテレビ技術基準になるATSCを1995年に提議し、
FCCがATSCをデジタル放送基準として決定した。
  ATSCの基準は、「Virtual Channels」の受信機に標準 チャネルと周波数帯のチャネルが異なったものにする機能、複数の番号を同時に送信する「Multicast」機能、画質の自由に選択できるの様々なメリットに対し
 NTSCに互換性がないため、旧型のテレビで視聴するために「digital converter box」の互換機やアンテナを購入する場合の消費者に対する負担がある。

ITUの世界標準の否定を受け、MUSE方式の勢いを盛り返し、完全デジタルな方式の開発に取り組んだ。UHF帯域の470MHzから770MHzの亘る300MHzが本来のチャネル13から62を活用し、チャネル事に信号とガードバンドの6MHzの帯域幅で、2003年後12月1日、統合ディジタル放送サービスのISDB-Tにおける放送が始まった。
 ISDBはマルチパスに強い、ワンセグの移動体受信機(携帯電話など)の機能が特徴的だと言われることがあるが、ATSC方式機能・電波技術面で類意点が多いため、日米間で技術ベースから互いに学び合えるところ多いとも思われる。
 

 III. 米国におけるデジタル放送への完全移行の経緯

技術基準の決定後、FCCは周波数(チャネル)の裁定策定に取り組んだ。1997年に

「DTV Table of Allotments 」の政策策定に打ち込み、アナログの「Grade B Contour」
 サービス帯域を「service replication/maximization」の模写する趣旨を定め、
  サービス区域の画質の映りと地理的範囲 を保護するために周波数と出力に合わせたプランを打ち込んだ。
 アナログ停波までに既存のチャネルから、新しいチャネルに移行する可能性が高いとの前提の基で、各放送事業者に臨時のDTV用のチャネルを付け加え、Virtual Channelの機能の活用で消費者に移行の姿を見せなく、移行の影響を最小に抑える趣旨であった。
 既存のVHFの放送局の多くがUHF帯域に移行したが、必要出力の差、その他理由により移行しなかったことが後問題になったケースがある。
  誤り訂正・制御など機能を活かし、アナログからデジタルへ移行の際により低い出力になることに、コスト削減のメリットがあることに期待があった。
  

 A. 割り当て計画と新規利用

地デジの一つの目的は、放送サービスに割り当てを更新して、周波数の一定の帯域幅を新規に利用に再割り当ていることであった。「Budget Act of 1997」法により、24MHz帯幅のUHF チャネルの60〜69
 を1998年1月1日までに公安利用に割り当てる義務があり、36MHzの帯幅を商用利用に割り当てる競売を2001年1月1日行う義務もあった。
 FCCは、公安利用にチャネル、63-64 と 68-69、764-776 MHz 794-806 MHz の帯域幅にそれぞれ割り当て、固定通信、移動通信、放送などにチャネル60〜62と65-67を割り当て競売で免許交付を行い、アナログ停波までに価値が高く評価された108 MHzの帯域幅を新規利用に移行した。
  

 B. アナログ停波とデジタル放送移行への経緯

通信法が成文化以来、1996年の改正によって、米国の通信・放送の法的基板を大きく変え、放送に関してはアナログ放送停波、デジタル放送への移行がその最も抜本的な改革である。
 法律施行に入り、FCCが1,600の免許交付し施行規則で義務的な、市場毎の移行プランを定め、
 市場毎の移行日々はトップ10位が1999年5月1日、市場11〜30位 1999年11月11日、他の放送局が2002年5月1日と非営利の放送局が2003年5月1日となったが、FCCの規則改正とその後の法改正により、様々な「extension」の延長条件付きで2006年までの移行となった。

2001年に、デジタル放送移行を促進する趣旨で「DTV Task Force」設立したころからも、侵害の懸念、アンテナ施設の施工の困難などがみられ、
 2002年に1,240放送局(全体の4分の3)が工事必要条件を破った。
  2005年に入るとわずか3.3%の世帯しかデジタル放送受信環境整えていなくて、新たに、議会へと懸念の響きが鳴った。2006年の法改正により、「Hard Date」の無条件の移行日、2009年2月19日が定められた。

 C. 視聴者への支援と周知・広報活動 

アナログ停波・地デジ完全移行を行う以上、視聴できなくなる国民を生じさせるわけにはいかないという趣旨の基で、FCCと他の連邦・州・市町村の行政機関、電器製品メーカ、NGOな関係者と一体になて、国民の地デジにおける周知と準備態勢に取り組む幾つかの活動に努めた。

金銭的その他の理由で 特に手助けが必要になると思われる、高齢者、身体障害者、低所得者、アメリカインディアン、 ルーラル地域(田舎)滞在者、英語ネイティブではないなどの国民に対して特別な手当もあった。
その中、コンバーター購入用のクーポンプログラム、立ち寄りヘルプセンターやコールセンター、イベントなどを通じた周知・広報活動などが際立った。

FCCの出先機関のスタッフによる直接の周知・広報活動「DTV Awareness Sessions」を相継いでクーポンプログラムが、2009年までに焦点であった。商務省管轄機関で監理するクーポンプログラムでは、一家庭2台までの地デジが旧型テレビで映るためのコンバーター購入に際して1台40ドルとして現金として使えるクーポンが提供があったが、申請に認可要だったため、広報活動は国民に申請作業の援助に手かけた。
 クーポンの申請率及び償還率をよく国民の準備態勢の目安にされていた。

2008年に入ると、視聴者の地デジ準備態勢に改善がありながら、議会では懸念の声がまたあがった。
  米国連邦会計検査院の2007年11月のレポートでは、連邦府として、政策もプランがないことを厳しく批判し、民間の関係者が中心的に国民への広報、地デジの意識度及び準備を促進する活動をボランティアで行っている現状を批評した
 2008年の歴代選挙後、上院・下院議長らが、FCC委員長に対し、2009年2月のアナログ停波までに、地デジの政策に積極的に打ち込めるよう、要請した。
  Copps委員並びAdelstein委員により、

FCCの予算要求の地デジ政策の分を20倍にし、2009年1月20日、Copps委員長代理によりスタッフの一層の努力も見られ、
 各放送区域に出張するスタッフも決まった。
  FCC 活動で3,900件 「DTV Awareness Sessions 及び workshops」、17,000件の高齢者またはコミュニティーセンター視察、 3,400を越えるパートナーにも御協力を得た。

しかし、オバマ大統領または議会でのクーポンプログラム及び一般的な国民の準備態勢に対する懸念により、 「DTV Delay Act」の法律により2月19日を先送り、 アナログ停波地デジ完全移行日を2009年6月12日に更新した。
 国民の地デジに対する意識及び準備態勢を高める周知・広報も継続したが、アナログから地デジ移行による「coverage loss」の放送区域の変化、アンテナや映りの詳細的な質問、コンバーターの再走査させることなどに新しい焦点も出た。

 IV. 日本における2011年のアナログ停波地デジ完全移行

1988年、放送普及基本計画による放送法の改正により、
 デジタルではない(いわゆるアナログ)放送が2011年7月24日までに停波し、その後地上デジタルテレビジョン放送に完全移行することになった。
 米国に同様に、地デジの国民全体の利益を高度なサービスの実現、周波数の有効利用、新規ビジネス・雇用創出、国際競争力の強化等の 観点から謳えた。辿る道に相異点もあるが、趣旨にも伴った類意点も多い。

地デジは、平成15年12月に東京・名古屋・大阪の三大都市圏で放送が開始され、三大広域圏以外の地域においても平成18（2006）年末までに放送も開始し2010年12月までに旧来アナログサービス区域と同様に放送出来るようにするというプランが法律に定められている。
 平成13年7月に電波法の一部改正により、競売制度を導入していない日本では、アナログ停波・地デジ移行に係わる負担などを電波利用料により措置する意図を示した。同年に「全国地上デジタル放送推進協議会」がNHK、民放、総務省によって設立され、アナログ周波数変更の対策手法、対策経費等の概算などを検討した結果、平成14年8月に、対策経費1,800億円程度、対策局所数801局所、対策世帯数約426万世帯程度に関した必要な対策を発表した。検討結果に臨んだ総務省は、初め、三大広域圏からその後全国にわたって、送信側、または個別世帯等における受信対策に取り組んだ。
 

米国に同様、総務省は、放送を一定の帯域に放送を移行させる政策は、アナログとデジタル放送が電波共有臨時時期中のチャネル割り当てプランから、停波後の地デジ完全移行完了への政策が極めて技術的困難なものであり、３段階で行う予定である。停波完了までの間はデジタルではない放送もデジタル放送が１３～６２チャネル帯を共有し、2011年7月25日のアナログ停波完了後の一年間は、中継局が53～62チャネル帯から、今後「コーア」の１３～５２チャネル帯へ移行し、2012年7月25日までに地デジのすべて放送局の完移行了で終える。
  総務省は、電波政策の他、デジタル放送移行における普及についての受信課題、送信課題の遍く観点から審議し、放送と通信の融合、知的財産に関わるメディアコンテンツ、周知・広報アクションプラン、ブロードバンド政策との関連などの政策課題に取り組んできた。

米国では見られない、受信障害の状況把握や障害原因の特定の困難を解消するもky表で実施の「共聴施設のデジタル化促進活動」地デジ進行プローグラムがある。受信障害対策共聴施設の地デジ移行する対策であり、受信者、施設管理者、受信障害の原因とされる高層建築物等の所有者や管理者等との間に発生する民事的な紛争解決を支援する法律家専門による法律相談及び調停を無料で提供している。
 

地デジ完全移行までの最後の一年間、移行完了に向けて緊急に取り組むべき課題などに取り組んでいる。
 平成20年度で、約4,800万世帯（全世帯の約97％）において視聴可能、地デジ対応受信機の出荷台数は、約4,969万台などのデータを公表している。
 経済的困難の低所得世帯など、その他の事由により受信が困難な者に対して受信に必要な設備の整備のために行う補助金の交付などの援助をアメリカクーポンプログラムにあたる政策を法改正により電波利用料を活用し実施し始めた。
　受信機器購入等の支援は、導入に際した生活保護受給世帯

の基準の約１２０万世帯から、既存の放送制度との整合性を考慮し、ＮＨＫ受信料全額免除世帯(公的扶助受給者

、市町村民税非課税の障害者

、社会福祉施設入所者、社会福祉施設入所者

)を基準に採用し、対象者を約２６０万世帯まで拡大した。

総務省の本省並びに出先機関の総合通信局、地方公共団体、放送事業者、地元工事業者や近所の電器屋等との相互連携の一層の協力で、イベントなどを通じる集団的または個別な専門的な受信相談、町内会・自治会等を通じた説明会の開催、高齢者等への戸別訪問等を通じて、受信者に対するアメリカと同様の「outreach」総合的な支援活動を実施している。総務省では、様々な地デジ支援を行っており、一般的国民を対象に「デジサポ」センターを全国52ヶ所でに設置し、
上記の支援活動を行っている。
   

 V. 日米比較について

日米両国は、地デジへの完全移行には相異点も類点があるが、テレビ放送市場の内訳においての地上波の位置づけが、数字通りの違いで際立っている。日本で行う地デジは市場の3/4に直接影響を及ぼし、人工に直すと、米国における地上波視聴者が日本の有線と衛星の数字を足したものに近い。日本は諸外国のデジタル放送移行の経験を用心深く観察すれべきであろう。

アメリカの地デジ移行を完了した後に委員会に報告した証言では、消費者対応・保護の担当部長は「 lessons learned」の教訓を得たものとして、
 本省スタッフを出向させた「Boots on the Ground」の実際に野中で活躍し効果、受信者にとっての直接お尋ね出来る「walk in centers」(デジサポ)の重要性、中継局他の放送局のチャネル変動を勘案し消費者に対してのチューナ器機の再走査させる必要やアンテナについてのサポートが重要性だったことなどを謳えた。  

地デジ政策は、日米間でもっと政策と技術交流が交わされるべきだと思われる重要な例である。日米両国は、UHFとVHFの利用形態の展開に関して、様々な既存また新規利用の技術的評価・分析する必要があり、中継局およびLPTV、モバイル、ITS、モバイル通信・マルチメディア理活用についての盛んな政策交流で、相互に利益があると思われる。例をあげれば、

リハーサルで多く学べる点もあるが、
本番でしかわからないものもある。割り当て政策などの計画が優れたモデルと模擬実験に基づいていても、送信するあらゆる条件、周波数帯をVHFからUHF帯へと、変調方式、出力など変動が環境にどう応用するか、モデルで把握できる限界があろう。エリア情報のHPによる提供は大変重要で役立った面があったが、地元での生情報も国民にとって大変重要だった。地元でのデジサポなどでは、エリア情報のマップなどを補助する情報提供も重要であろう。

2008年の歴代選挙後、オバマ大統領の就任に伴ったFCCの新しい委員長代理から、その半年後に現ジェンカウシキ委員長の着任にまた、地デジ政策が大きく変わった。2009年に行ったアナログ停波の一年も経たない今日現在では、20年に亘った政策に伴った割り当て計画を改めたブロードバンドの目で見直している。日本にも2009年は歴代な選挙があったが、政治情勢が決して落ちていたとも言えないところは、懸念すべきところであろう。

平成20年10月には、テレビを視聴している方々のデジタル化に関する相談や支援に対応するための拠点として全国11か所に「総務省テレビ受信支援センター」を設置し、さらに愛称を「デジサポ」として21年2月から全ての都道府県に拡充・設置した（図表5-2-2-5）。

�	米国の地デジの強制的アナログ停波の対象は、「Full-power」のみの基地局が対象であり、「low-power television (LPTV) 」、「Class A」、「Translator」のサービス（中継局）を除くものであったため、本原稿では、日本の衛星、ケーブル放送、または米国での高出力基地局以外のデジタル放送移行についての比較分析に昇天当てていない。see FCC, FCC Consumer Advisory: The DTV Transition and LPTV/Class A/Translator Stations (August 19, 2009), � HYPERLINK "http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/DTVandLPTV.html"��http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/DTVandLPTV.html�.  


�	 See Gary R. Edgerton, The Columbia History of Television 50 (2007).


�	電波搬送は、決して簡易な工学分析ではないことをご承知し、電波工学において、使用するアンテナなど多数勘案すべき技術的な要素も他に多くあり、電波利用携帯・環境などによって使用する関数的モデルも異なってくる。


�	比例的に反対に定義する周波数 The relationship between frequency and wavelength is:  f = c/λ, where f is frequency in Hertz (Hz, in cycles per second), λ is the wavelength in meters, and c is the speed of light (approximately equal to 3108 meters per second).  概して、アナログ放送の活用する周波数帯は48MHz〜700MHz帯までわたるものである。


�	 The lowest frequency currently allocated for broadcast in use (for channel 2 in the VHF band) is 54 MHz and the highest frequency (for channel 51 in the UHF band) is 698 MHz.


�	 連邦通信委員会(FCC)　技術的工学部　(OET)　の分析ガイドではUHF・VHFの比較送信出力の「dipole factor」分析がある。OET Bulletin No. 69, Longley-Rice Methodology for Evaluating TV Coverage and Interference, (Feb. 6, 2004), available at  � HYPERLINK "http://www.fcc.gov/Bureaus/Engineering_Technology/Documents/bulletins/oet69/oet69.pdf"��http://www.fcc.gov/Bureaus/Engineering_Technology/Documents/bulletins/oet69/oet69.pdf�� HYPERLINK "http://www.fcc.gov/Bureaus/Engineering_Technology/Documents/bulletins/oet69/oet69.pdf"��.  �  米国のFCCは、UHFの割り当た1952年後何回に亘り再割り当てがある。 In the Matters of Amendment of Section 3.606 of the Commission’s Rules and Regulations; Amendment of the Commission’s Rules, Regulations and Engineering Standards Concerning the Television Broadcast Service; Utilization of Frequencies in the Band 470 to 890 Mcs for Television Broadcasting; Part 1 of 4, Docket Nos. 8736 and 8975; Docket No. 9175; Docket No. 8976, 41 F.C.C. 148 (April 11, 1952). 


�	 世界第一次または第二次大戦の後、無線技術の進歩が見られた。  National Broadcasting Co., 319 at 211. 


�	 Herbert H. Howard, Multiple Ownership in TV Broadcasting Historical Development and Selected Case Studies 20 (1979); see also Stephen Davis, Law of Radio 140 (1927).


�	Broadcasting in Japan, The Twentieth Century Journey from Radio to Multimedia 2 (NHK 2002).　放送技術研究所は、1930年に設立され、2010年に80周年を向かえた。技研後悔010年ホームページ、 http://www.nhk.or.jp/strl/open2010/index.html


�	NHKにおける日本初のテレビドラマは「夕餉前」の実験放送で始まった。


�	二重放送にした決断は論争敵だった。連合国軍最高司令官総司令部によって設立した通信・放送を監理する電波監理委員会はもともと議論の激しいだったものはその一つの理由であり、廃止になる20分前に下す決断だったも最もそうであったと思われる。日本の主権が回復するとともに1952年7月31日に郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令の整理に関する法律（昭和27年法律第280号）により廃止された日本における通信・放送を監理する独立委員会いわゆる「三条委員会」の議論は間断なく続く。 Japan ponders broadcasting watchdog, Broadcasting in Japan at 97, 126; Yomiuri Shimbun, September 20, 2009, available at http://it.tmcnet.com/news/2009/09/20/4380137.htm.


�	Broadcasting in Japan, supra note 14,  at 136-37.


�	Amendment of Multiple Ownership Rules, 43 FCC 2797 (1954)。


�	All-Channel Receiver Act (ACRA), 47 U.S.C. § 303(s) (1964). このイメージを諷刺した映画もある。Internet Movie Database, UHF (1989), � HYPERLINK "http://www.imdb.com/title/tt0098546/"��http://www.imdb.com/title/tt0098546/� (last visited March 1, 2010).


�	米国の地デジは、地上波テレビの絶滅を促すと予言したものもいったが、市場内訳にどういう影響があったかはまだ論点で議論されている。Compare Broadcast Engineering, Terrestrial TV viewing to decline sharply post DTV transition, Oct 22, 2008, available at � HYPERLINK "http://broadcastengineering.com/eng/terrestrial-viewing-decline-sharply-dtv-transition-1022/"��http://broadcastengineering.com/eng/terrestrial-viewing-decline-sharply-dtv-transition-1022/�, with John Eggerton, Nielsen: Viewing Rebounds After Early Post-DTV Decline, Broadcasting & Cable, July 23, 2009, available at � HYPERLINK "http://www.broadcastingcable.com/article/316241-Nielsen_Viewing_Rebounds_After_Early_Post_DTV_Decline.php"��http://www.broadcastingcable.com/article/316241-Nielsen_Viewing_Rebounds_After_Early_Post_DTV_Decline.php�. 連邦通信委員会によると地上波の世帯は12,643,490、市場の全世帯114,456,650の11% である。See FCC, DTV.Gov Website, www.dtv.gov/dtv_stats.htm?l=EN.


�	 テレビ放送産業の市場規模内訳 はそれぞれ、地上波の$25.95 billion (2兆5,946億円), 衛星の $3.7 billion (3,737億円), 有線 $4.7 billion (4,746億円), またNHKの $6.8 billion (6,848億円)で形成されている。　平成21年版 情報通信白書2.4.4.1, available at http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h21/html/l4411000.html (図表4-4-1-2　).


�	米国からの投資の影響が特に大きいとも言われている。 Broadcasting in Japan, supra note 14, at 319.


�	ハイビジョンのMUSE方式などについてはNHK放送技術研究所などを参考。 研究所の動き　1995年, � HYPERLINK "http://www.nhk.or.jp/strl/results/activity/index95-j.html"��http://www.nhk.or.jp/strl/results/activity/index95-j.html�; http://ja.wikipedia.org/wiki/ハイビジョン。Although the public often conflates HDTV and DTV, the two need not be synonymous.  HDTV refers to a higher definition picture quality than that provided by an NTSC(-like) standard.  Many of the early HDTV proposals, including MUSE, involved analog systems.  The ATSC standard adopted for DTV in the U.S. also includes HDTV.


�	 See generally, See generally, Joel Brinkley, Defining Vision: The Battle for the Future of Television, (1998); CinemaSource, The Guide To Digital Television published in The History and Politics of DTV, Technical Bulletin  (2002), http://www.cinemasource.com/articles/hist_politics_dtv.pdf; Jeffrey A. Hart, The Politics of HDTV in the United States, 22 Policy Studies Journal, (1994); Walter B. Emery, National and International Systems of Broadcasting Their History, Operation, and Control (1969); see also NHK, The Evolution of TV-テレビは進化する：日本放送技術の発展小史, � HYPERLINK "http://www.nhk.or.jp/strl/aboutstrl/evolution-of-tv-en/index-e.html"��http://www.nhk.or.jp/strl/aboutstrl/evolution-of-tv-en/index-e.html� (English and Japanese).


�	See Laura D’Andrea Tyson, Who’s Bashing Whom?: Trade Conflict in High-Technology Industries 240 (1993); International Telecommunciations Union, International Radio Consultative Committee, Comité consultatif international pour la radio (CCIR), http://www.itu.int/.


�	 See Kenneth D. Springer, High Definition Television: New World Order of Fortress U.S.A.?, 24 Law & Policy Int’l Bus 1323 (1992-1993).


�	 In the Matter of Further Sharing of the UHF Television Band by Private Land Mobile Radio Services, Notice of Proposed Rule Making, 101 FCC 2d 852 (1985); FCC OST, Analysis of Technical Possibilities for Further Sharing of the UHF Television Band by the Land Mobile Services in the Top Ten Land Mobile Markets, FCC/OST R83-3, October 1983.


�	In his concurring statement, Commissioner Henry Rivera stated that the action could stifle the potential of the low-power TV (LPTV) service and argued that insufficient time had been afforded to determine whether the service’s spectrum needs.  See Further Sharing of the UHF Television Band by Private Land Mobile Radio Services, 101 F.C.C. 2d 852 (Concurring Statement of Commissioner Henry Rivera).


�	Advanced Television Systems and Their Impact Upon the Existing Television Broadcast Service, Fourth Report and Order, 11 FCC Rcd 17771 (rel. December 27, 1996) (ATS Fourth R&O); In the Matter of Advanced Television Systems and Their Impact on the Existing Television Broadcast Service, 2 FCC Rcd 5125, Adopted July 16, 1987; (rel. August 20, 1987) (ATS R&O). 


�	Advanced Television Systems and Their Impact Upon the Existing Television Broadcast Service, Fifth Further Notice of Proposed Rulemaking, MM Docket No. 87-268 (rel. May 20, 1996).


�	Advanced Television Systems and Their Impact Upon the Existing Television Broadcast Service, Fourth Report and Order, MM Docket 87-268 , FCC 96-493 (rel. December 27, 1996) (ATS Fourth Report and Order) (ATSCのDTV 基準に決定を下す).


�	 See ATSC, ATSC Standard: Program and System Information Protocol for Terrestrial Broadcast and Cable (PSIP), Document A/65:2009 (2009), available at � HYPERLINK "http://www.atsc.org/cms/standards/a_65-2009.pdf"��http://www.atsc.org/cms/standards/a_65-2009.pdf� (containing more details on the Virtual Channel Table). 


�	Congressional Research Service, CRS Report 96-401 SPR, Telecommunications Signal Transmission: Analog vs. Digital; Michael Silbergleid & Mark Pescatore, The Guide to Digital Television (2d ed. 1999).


�	ISDB-Tはその地上波テレビ基準である。


�	List of ARIB Standards in the Field of Broadcasting, available at http://www.arib.or.jp/english/html/overview/sb_ej.html.


�	 NTSC TV broadcast coverage areas are defined by contours that define different levels of expected reception quality.  See generally, O’Connor, R.A., Understanding Television’s Grade A and Grade B Service Contours, BC-14 IEEE Transactions on Broadcasting 137-143, 10.1109/TBC.1968.265932, (Dec. 1968).


�	 Advanced Television Systems and Their Impact Upon the Existing Television Broadcast Service, MM Docket No. 87-268, Sixth Report and Order,  FCC 97-115, 12 FCC Rcd 14588 ¶ 12 (1997) (ATS Sixth Report and Order);  47 C.F.R. § 73.622.  割り当てプランが命令のAppendixBにある。 ATS Sixth Report and Order, 12 FCC Rcd at 14693, app. B. 


�	 ATS Sixth Report and Order, 12 FCC Rcd 14605-06, ¶ 30。既存のサービス区域までにサービスする義務づけがなかったことである。ATS Sixth Report and Order 12 FCC Rcd 14590-91, ¶ 3 n.6.  


�	47 U.S.C. § 336(c) (requiring “that either the additional license or the original license held by the licensee be surrendered to the Commission”); ATS Fifth Report and Order, 12 FCC Rcd at 12849-50, ¶ 97; Budget Act of 1997, Pub. L. No. 105-33, § 3003, 11 Stat. 251, 265 (1997) (Budget Act). § 3004 (§ 337(e)(1)  directing stations “may not operate at that frequency after the date on which the digital television transition period terminates, as determined by the Commission.”).


�	Office of Engineering and Technologies Bulletin No. 69においての必要たる出力、周波数帯、アンテナなどの「dipole effect」の分析の参照は FCC OET, Longley-Rice Methodology for Evaluating TV Coverage and Interference, OET Bulletin No. 69 (Feb. 6, 2004) (OET Bulletin No. 69), available at � HYPERLINK "http://www.fcc.gov/Bureaus/Engineering_Technology/Documents/bulletins/oet69/oet69.pdf"��www.fcc.gov/Bureaus/Engineering_Technology/Documents/bulletins/oet69/oet69.pdf�.  「Longley-Rice」のモデルがよく使われるものである。 G.A. Hufford, A.G. Longley and W.A. Kissick, U.S. Department of Commerce, A Guide to the Use of the ITS Irregular Terrain Model in the Area Prediction Mode, Appendix, NTIA Report 82-100 (April 1982) (describing the software and modeling techniques used by the FCC for the Longley-Rice point-to-point radio propagation model);  Circular letter to users of the model, dated January 30, 1985, from G.A. Hufford (identifying modifications to the computer program). 


�	主なケースでは、実際にアナログの最大出力より低い出力 Power levels were ultimately reduced less than was originally thought would be the case as field trials informed the engineering analysis.


�	746-806 MHz至る帯域にあたる。


�	 Budget Act, § 3004 (adding new § 337(a) and (b) of the Communications Act of 1934, as amended).


�	Reallocation of Television Channels 60-69, the 746-806 MHz Band, ET Docket No. 97-157, Report and Order, 12 FCC Rcd 22953 (1998); See Reallocation and Service Rules for the 698-746 MHz Spectrum Band (Television Channels 52-59), GN Docket No. 01-74, Report and Order, 17 FCC Rcd 1022 (2002). 放送に割り当てられている帯域の何れは、技術的に価値評価が高いものである。United States Government Accountability Office, Digital Television Transition: Issues Related to an Information Campaign Regarding the Transition, GAO-05-940R at 49 (Sep. 6, 2005).


�	Telecommunications Act of 1996, Pub. L. No. 104-104, 110 Stat. 56 (1996)  (adding section 336 to the Communications Act of 1934). 免許交付の議論が現在に至るまで激しいものであり、当時、再免許交付を競売にした場合は、$11 billion から $70 billionになるとの推定にも係わらず、議会では、競売にする検眼をFCCに与えなかったことである。 Lennard G. Kruger, Congressional Research Service, Digital Television: An Overview (2006), available at � HYPERLINK "http://www.opencrs.com/rpts/RL3126020060822.pdf"��http://www.opencrs.com/rpts/RL3126020060822.pdf�, at 4.
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�	放送普及基本計画, 第1　1(1)ア(エ)A.


�	平成15年版 情報通信白書、� HYPERLINK "http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h15/html/F3302100.html"��http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h15/html/F3302100.html�� HYPERLINK "http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h15/html/F3302100.html"��（初期の体制からの経緯について）�.


�	地上デジタルテレビ放送中継局ロードマップ,　� HYPERLINK "http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/dtv/datashu/datashu_03.html"��www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/dtv/datashu/datashu_03.html　�（最終更新２０１０．３．３１）; デジタル放送用周波数再編実施計画－リパック実施計画－概要平成２１年４月７日　全国地上デジタル放送推進協議会,  http://www.soumu.go.jp/main_content/000017374.pdf.


�	デジサポテレビ受信者支援センター, http://digisuppo.jp/index.php/;  Press Release, � HYPERLINK "http://www.digisuppo.jp/uploads/press/20100428_detail_lowyerconsult.pdf"��http://www.digisuppo.jp/uploads/press/20100428_detail_lowyerconsult.pdf�� HYPERLINK "http://www.digisuppo.jp/images/buildingshadow/pdf/city02.pdf"��; �Digisuppo Legal Professionals Advice Guide, available at  � HYPERLINK "http://www.digisuppo.jp/images/buildingshadow/pdf/city02.pdf"��http://www.digisuppo.jp/uploads/press/20100428_horitsutebiki.pdf.�


�	地上デジタル放送への移行完了に向けて緊急に取り組むべき課題への対応策について、平成21年5月20日、http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digitalbroadcast/forum/dai8/pdf/siryou4-2.pdf


�	平成21年版 情報通信白書, デジタル放送の推進第2部第5章（2）、� HYPERLINK "http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h21/html/l5222000.html"��http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h21/html/l5222000.html� 


�	電波法及び放送法の一部を改正する法律（平成21年法律第22号）, 成21年4月24日, available at � HYPERLINK "http://www.soumu.go.jp/main_content/000043430.pdf"��http://www.soumu.go.jp/main_content/000043430.pdf �（要項）.


�	地デジチューナー支援実施センターについて, � HYPERLINK "http://www.chidejishien.jp/about/index.html"��http://www.chidejishien.jp/about/index.html�; 地上デジタル放送推進に関する 取組状況について、2009年1月9日http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/joho_tsusin/sokai/pdf/090109_3_si20-3.pdf.


�	総務省 テレビ受信者支援センター  http://digisuppo.jp/index.php/; 総務省 地上デジタルテレビ放送の御案内 � HYPERLINK "http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/dtv/index.html"��http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/dtv/index.html�.　ホームページを参照してもセンー施設の住所がない場合があるが、法律相談を実施するヂジサポ地域支援センターの資料に各センターを支援する施設の住所がある。  � HYPERLINK "http://www.digisuppo.jp/images/buildingshadow/pdf/city02.pdf"��http://www.digisuppo.jp/uploads/press/20100428_detail_lowyerconsult.pdf.�


�	諸センターのHPには支援活動の件数などの統計が（１）地デジ説明会（２）高齢者宅等への戸別訪問（３）地デジの相談（４）共聴施設のデジタル化の促進（５）助成金相談件数（６）周知・広報活動の内訳で乗っている。


�	Statement Of Cathy Seidel, Chief of the Consumer and Governmental Affairs Bureau, Federal Communications Commission, FCC En Banc Hearing, March 5, 2009.


�	2010年1月24日に アナログ長時間停波リハーサルが石川県珠洲市で行われた。� HYPERLINK "http://www.city.suzu.ishikawa.jp/home/kakuka/soumu/digi_broadcast/digi_broadcast.htm"��http://www.city.suzu.ishikawa.jp/home/kakuka/soumu/digi_broadcast/digi_broadcast.htm�。アメリカで「Soft Test」や「Hard Test」と称した実験も幾つか行った。





※本人の見解によるものであり、アメリカ合衆国その他の代弁ではないことをご承知下さい。
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